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開議　午前１０時００分　　 

 

○委員長（工藤　章君）　皆さん、おはようございます。 

　ただいまの出席委員は１５名で、定足数に達しております。 

　したがいまして、決算審査特別委員会は成立いたしました。 

　これより、９月１０日の会議に引き続き、本日の会議を開きします。 

　本日の審査日程は、お手元に配付したとおりです。 

　初めに、答弁保留について、９月１０日の１３番委員の質問事項であった、議員が公共

 施設を利用して利益を得ることへの答弁があります。

 　総務課長。

○総務課長（鳥谷部慎一郎君）　おはようございます。 

 　昨日の三上委員の御質問にお答えいたします。

　議員が公共施設の利用を通じまして利益を得ることを禁止する法令、条例等はございま

せんでした。しかしながら、公共施設の利用が特定の個人や団体に偏らないよう、公平性

 を確保するための運用基準を整備するといったことが必要であると考えております。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員、よろしいでしょうか。 

　それでは、次に、１３番委員の質問事項であった、旧酒造会社の煙突について答弁があ

 ります。

 　建設課長。

○建設課長（髙田博範君）　それでは、質問について回答いたします。 

　当課で、県に確認いたしましたところ、事業所や営業所であれば、毎年、建物の定期点

検をして報告するということになっております。ですが、今回の問合せの件ですけれど

も、建築物については、それに該当しない個人所有の建築物であるということで、建物の

 定期報告の義務はないとのことです。

　しかしながら、安全性に問題があると想定されている一般建築物等については、県、

町、所有者立会いの下、立入調査を行うことができます。これは、あくまでも所有者の承

諾がなければできませんけれども、今後については、所有者に連絡を取りまして、３者で

 立入調査を行うよう努めてまいりたいと思っています。

　なお、平成１７年度に一度立入調査を行っております。そのときには、危険物、建築物

 に該当しないということになってございます。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員、よろしいでしょうか。 

 　それでは、よろしければ、決算審査に入ります。

 　令和６年度七戸町一般会計歳入歳出決算書の審査に入ります。

　１８８ページ、１０款１項１目教育委員会費から、１９９ページ、１０款２項３目学校
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 建設費まで、発言を許します。

 　３番委員。

○委員（山本泰二君）　おはようございます。 

　１９０ページ、１０款１項２目２節、教育長給料というところで関連して質問いたしま

 す。

　しばらくの間、教育長が決まらずにおりました。このたび、森田教育長が新しく就任さ

れることになりました。ただ、学校関係者からは、特に小学校の先生方からは、森田先生

はこれまで高校の校長先生もやられたということで、高校のことについては詳しいでしょ

うが、小学校についてはあまり知らないのではないかという危惧、懸念をいただいており

 ます。

　私は、森田先生に関しては、教育長については、非常に信頼しておりますので、そのよ

うな心配はないと思いますが、この際、教育長にその辺りをどのように考えていきたいの

 か、お聞きしたいと思います。

○委員長（工藤　章君）　教育長。 

○教育長（森田勝博君）　お答えいたします。 

　任期途中からの教育長ということで、経歴について、なかなか紹介する機会もございま

せんでしたので、これを機会に、少しだけ小中学校との関わりについてお話ししたいと思

 います。

　私自身、大学を卒業して、実は、この前の経歴というか履歴にも書いてあるのですけれ

ども、榎林中学校で４か月ほど教壇に立ちました。数学と社会を教えています。当時の天

間林村教育委員会は非常に優しくて、２月末で切れるのですが、「あなた高校に受かって

いるみたいなので、３月は置いてくれる」と言ってくださいまして、ところが、野辺地教

育委員会で１名欠員が出て、有戸小学校というところ、今はもうないのですけれども、１

か月だけ来てくれということで、小学校の免許はないのですが、特殊免許状というのを発

行していただいて、２年生と３年生のクラス担任をやりました。教員としては、小中学校

 等はそれだけです。

　その後、平成１９年から県の生涯学習課に３年間指導主事として勤務しまして、ちょう

どその平成の２０年代というのは、キャリア教育が叫ばれていた時代でして、生涯学習審

議会の担当もしていて、学校と地域、家庭と地域を結ぶというのが大きいテーマでござい

ました。それの絡みで、学校支援ボランティアの育成とか、それから放課後子ども教室、

児童館とか児童クラブとかやっていますが、放課後子ども教室の推進、それからキャリア

 教育の推進ということで、小学校、中学校、高校、全て回って歩いております。

　なお、生涯学習課の小中高の指導主事、みんなそろっていますので、常にそういう会話

は進んでいますし、また、子どもの読書活動推進計画にも携わってきましたので、学校の

図書館、それから市町村の図書館、それら全部管轄して、現場の課題というものを洗いな

 がら、子どもの読書活動推進計画を立ててまいりました。
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　また、七戸高校では、教諭、進路指導部長、それから教頭・校長ということで、３回勤

務することになるのですが、その間、地域の中学校に高校生を連れていって、夏休みの宿

題のお手伝いをしたりとか、それから城南の放課後子ども教室等に高校生ボランティアを

 連れていったりとか、そういう活動をしております。

　校長としては、最初に大間高校で勤務したのですが、大間では、幼稚園から高校まで校

長会を毎月やっておりまして、北通り３町村の小中学校の学校行事は全て参加しておりま

す。２年目には、コロナで大変だったのですけれども、よなよな校長住宅にみんなで集

まって情報を交換して、どういうふうにして小中高を推進していくかという相談をしてま

 いりました。

　とりわけ、隣の大間中学校の校長とは、今でも親交があるのですが、一緒に校則を変え

ようとか、学校問題、不登校等もありましたので、小中高を通じて学力を上げて、不登校

を減らそうということでやってまいりました。手前味噌でございますが、その２年間で大

 間地区だけでなくて、北通り３町村の成績は少しアップしております。

　七戸高校長としては、こちらに来てから、前附田教育長にお願いしまして、どこの地方

の教育委員会でも小中学校の管轄だけの校長会なのですけれども、七戸高校を応援してく

ださるのであれば、校長会に高校の校長も参加しないとうまくいかないと思うということ

 で、参加させていただいて、それが現在につながっております。

　そういったことを通じながら、教育長としては、やはり町の教育というのは、学校だけ

ではなくて、社会教育、それからスポーツの振興といったもの全て相まって、子どもたち

 の学力というのは伸びていくと思います。

　野球とかでいうと、連携プレーというのは、誰かが補うのではなくて、それぞれのとこ

ろで責任を果たさないとうまく成功しません。そういう意味で、小中高だけでなくて、社

会教育等しっかりそれぞれの役割分担をして、いい教育をつくっていきたいと思っており

 ます。

　教員としての小中学校との経験は僅かではございますが、経営者としては、十分こなし

てきたと思っております。 

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　３番委員。 

○委員（山本泰二君）　ありがとうございます。 

　これまでの経験を生かして、なかなか厳しい議員もいると思いますけれども、そういっ

た意見を入れながら、それこそ行政と住民、そして議員も含めて、今、教育長の言われた

 連携というものを大事にして進めていただければと思います。

　次に、１９２ページ、１９３ページ、昨年も聞きましたが、１０款１項２目の１８節特

 色ある学校づくり推進事業費補助金の内容についてお聞きしたいと思います。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　おはようございます。 
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 　山本委員の御質問にお答えいたします。

　特色ある学校づくり推進事業費補助金は、各学校でそれぞれの普段の授業に様々な総合

 教育として取り入れて、そのために必要な費用を補助するというものです。

　七戸小学校などでは、地域の料理、昔からある伝統料理を作る方を呼んだり、材料を

買ったりしています。また、ある学校では、田植え、稲刈りの体験の費用に充てていると

 ころもあります。

　それから、町教育委員会で、必ず年１回、Ｑ－Ｕテストという子どもの心理状況を図る

調査があるのですけれども、回数はできるだけ多いほうがよいということで、よりよい学

校生活を送るための調査ということで、学校独自で回数を増やすための調査費用に充てて

 いるところもあります。

　それから、理科等の研究で、どうしてもこういった材料が必要だ、こういう総合学習を

 やりたいのだという場合に使っている学校もあります。

　ですので、各学校一定ではなく、それぞれが考えたもので申請した内容というふうに

 なっております。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１０番委員。

○委員（佐々木寿夫君）　１９４ページ、１９５ページの１０款１項６目町費負担臨時教

 員費は、どの学校に配置されているかお聞きします。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

　町費負担の臨時教員については、フルタイムの方は２名います。１名は七戸中学校、１

名は天間林小学校になります。それから、非常勤講師として、七戸小学校に２名、七戸中

 学校に１名です。令和６年度の決算状況の内容は、このようになっています。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君）　教員の超過勤務等が問題になっているし、子どもの登校拒否、

不登校も大きな問題になっている中で、町でこのように教員を配置するというのは非常に

 大事なことですから、これはこれからも続けていただきたいと思っています。

 　以上です。答弁は要りません。

○委員長（工藤　章君）　ほかにざいませんか。 

 　１１番委員。

○委員（瀬川左一君）　１９０ページの教育費の中で、町いじめ問題対策審議会委員報酬

とか学校評議員報酬、これはどういうふうな活動で、どういうふうな人数で活動している

 のか、お聞きいたします。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 
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○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

　町いじめ問題対策審議会といいますのは、重大ないじめ案件が発生したときに関係者が

集まって審議する。場合によっては、専門機関の方を招いてアドバイスを受けるというよ

うなことです。重大案件がないにしても年に１回は開いて、１年間の現状報告等しており

 ます。

　それから、学校評議員といいますのは、各学校で保護者代表であったり、元保護者、Ｐ

ＴＡ会長等々で、学校側が間接的に学校の経営状況を報告して、それに対して評価をいた

 だくというのが学校評議員です。これは各学校に設置しています。

 　この二つでよろしかったでしょうか。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　今、非常にいじめ問題が全国並びに青森県。では、七戸町はどう

いうふうないじめというので、不登校がどれくらい発生しているのか、お聞きいたしま

 す。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

　いじめの件数ということになると、件数は年間、どうでしょう。小さい、軽微なものか

らとなると４０件、５０件ぐらいはあります。ただ、ここ数年、いじめに関しては、全国

で重大案件があってから、必ず各学校で委員会に報告があります。これは、いじめなのか

どうなのか分からないといったグレーゾーンもいじめとみなして、しっかり対応して報告

してくださいということになっています。ですので、件数自体は多いというものになって

 います。

　それから、不登校に関しては、統計上出てくる完全不登校という子どもは、七戸の中で

１０人に満たないくらいで推移しています。ただし、最近ケアしなければいけないのは、

完全不登校ではなくて、いわゆるタッチ登校を繰り返す休みがちな子たちをどうやって学

 校に戻すかというようなことにエネルギーを費やすというような感じになっています。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　学校に行かない不登校とかでは、子どもには未来がありますの

で、そこには親とか学校、教育長並びに様々な方が先導して、子どもの未来に向けた方向

 で進むのが非常に大事だと思います。

　いじめイコール不登校、学校に行きたくなくなる、それは家庭の事情もあるかもわから

 ないけれども、今後、町の対策をしっかり取っていただきたいと思います。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（工藤　章君）　それでは次に、１９８ページ、１０款３項１目学校管理費か

 ら、２０９ページ、１０款４項４目、中央図書館費まで、発言を許します。

 　１番委員。

○委員（藤井夏子君）　２０４ページ、２０５ページになります。１０款４項２目７節報

償費の公民館講座等講師謝礼の部分ですけれども、これは、公民館の各種講座においての

講師への謝礼というふうに思っていますけれども、どのような講座に支払われたのか。幾

 つか、かいつまんでいただいて構いませんので、お伺いします。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　藤井委員の御質問にお答えいたします。 

　どのような講座ということですが、まず公民館講座は、全１０講座を行っております。

金額が１６万１,１５５円です。あとは、高齢者対象の寿大学も全１０講座です。８万５,

１２５円でございます。どちらの講座も、軽スポーツ、料理教室、歴史教室などを開催し

 てございます。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　１番委員。 

○委員（藤井夏子君）　参加者から評判がよかったりだとか、開催の要望が多い講座とい

 うのはどのようなものがありますでしょうか。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　お答えいたします。 

　公民館講座ですとフィットネス教室、ヨガ教室、ストレッチ教室など、体を動かす講座

といいますか教室がとても申込みが多いです。あと、高齢者の寿大学ですと、町外の研

 修、芸術鑑賞への参加者がとても参加率がよかったです。

　どちらの講座も、参加者の声をまず聞いて、それは当然ですけれども、普段公民館を

 使っている利用者からいろいろな声をいただいて、講座の設定を考えてございます。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　１番委員。 

○委員（藤井夏子君）　今、課長が、公民館利用者の声を聞きながらということをおっ

 しゃっておりました。

　本来、公民館とは、町民が生活していく上で集まりたいと思ったときに一番に思い浮か

ぶような身近な場所だと思います。一般質問でも話しましたけれども、保護者と子どもが

気軽に集える場所という言葉を使いますと、公民館というのは、若年層から御年配の方ま

 で幅広い世代の方が気軽に集える場所の最たるものだと思います。

　社会教育だとか、文字どおり生涯学習の貴重な場所だと思いますので、今も実際に実施

していらっしゃるとは思いますが、利用者の声を十分に聞いた上で、気軽に集えるよう

な、利用できるような、相談ができるような、そんな開放的な施設運営というのを今後も

 続けていっていただきたいと思います。
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 　要望で終わります。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　２番委員。

○委員（中野正章君）　２０４、２０５ページ、１０款４項２目中央公民館費の１２節委

託料の樹木殺虫剤散布業務委託料２万七千幾らとあります。これは、予算にはなかったよ

 うなのですけれども、樹木に虫がついて対応したということでしょうか。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　お答えいたします。 

　予算にはありませんでした。ただ、今年も白いアメリカシロヒトリという毛虫が異常に

公民館の桜の木等に発生したことによって、隣の農協の施設に毛虫が行き、その駆除を急

 遽行いました。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　２番委員。 

○委員（中野正章君）　去年より今年が、皆さんも御存じかと思いますが、非常に町内の

樹木に、私が思うに、タモの木とクルミの木ではないかと思うのですけれども、かなり虫

 がついていると。環境的によくないなという気がしています。

　これは中央公園内ですけれども、町内全般についての知見とか、先ほど虫の名前が出ま

したけれども、私は全然知りませんでした。今後、温暖化に伴いそういうのが常態化する

のではないかなと思いますので、これについてどのような対応を考えているのか、お知ら

 せください。

○委員長（工藤　章君）　総務課長。 

○総務課長（鳥谷部慎一郎君）　お答えいたします。 

　御指摘のように、去年あたりからアメリカシロヒトリといった毛虫が木について、気持

ち悪いとか、葉っぱが全部食べられるとかといった町民からの相談のお電話等もかなりい

ただいております。大体空き地で、整備がきちんとされていないような自然発生木ですと

か、そういった荒れているところで、自分の家の敷地内にたくさん発生してくるといった

 相談が多数あります。

　そういった場合に、総務課では現場を見に行きまして、そこの土地の所有者等にそう

いった虫のクレームが来ているというところで、土地の所有者にまずは整備をお願いして

 いるというところです。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　２番委員。 

○委員（中野正章君）　私の家の敷地内でもあって、早めに木を切ったのですけれども、

敷地というか、いろいろ、畑、圃場、この曲がり角、境にある、境にはタモの木がよく生

 えるのですけれども、そういうのにかなりついているなと。

　そうなったときに、どちらが処分するのかというのは難しいところがあるかと思います
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 けれども、今後、割と大きな問題になっていくのではないかなという気がしています。

 　答弁は要りません。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１３番委員。

○委員（三上正二君）　今のに関連すると思うのですけれども、みちのく有料道路で、ハ

ンノキだと思うのだけれども、かなり枯れているのだよ。だから恐らく、これ温暖化のせ

いだと思うのだけれども、今、２番委員が話ししたように、それこそ、この状態でいけ

 ば、どんどん増えていくのだけれども、それというのは増えた時にどうなるものなのか。

　何か総務課でも農林課でもどこでもいいのだけれども、そういう対策というのは、ある

ものなのか。減る要素なくて、増える一方だ。なかったら検討するでもいいが、あるもの

だから、恐らくそういう認識は持っていると思うんだよな。 

○委員長（工藤　章君）　総務課長。 

○総務課長（鳥谷部慎一郎君）　お答えいたします。 

　七戸町ではまだ取り組んでおりませんが、他の自治体においては、そういった薬剤の購

入費用の補助といったことをやっている自治体もありますので、そこは町で検討していき

たいというふうに思います。 

　以上でございます。 

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　今すぐ補助するとか、そういう意味ではないのだよ。ただ、これ

からそういう形で年々増えていくわけです。だから、それを逆に言えば、個人の敷地に何

かを補助するとかそういう問題ではなくて、増えていくというのはもう個人のレベルでは

なくなるから、だから、それを検討してください。 

　そういう意味です。答弁は要りません。 

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　９番委員。

○委員（哘　清悦君）　２００ページ、２０１ページ、１０款３項３目１２節委託料、七

戸中学校校舎改修工事設計業務委託料ですけれども、これについては、どういう改修工事

 をするかという設計がもうできたものと思いますが、どのような計画なのか伺います。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

　平成６年度の決算ということなので、前回の議会でも若干説明いたしました。基本的に

は中学校の大規模改修ですので、屋根等を除く外壁だとか廊下、それから建具といったも

の全てやりました。そうしたら、概算の工事費が１５億円ということになりました。この

１５億円の中には、もう一つ大きな費用があって、仮設校舎というのがありました。仮設

 校舎の費用が３億円です。

　年度末に、教育委員会、町長部局、財政等と協議して、このままこれを進めるには財政
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的に負担が大きいということで、令和６年度は一旦その内容の設計で終わって、さらに工

事費を減額するための検討ということで、令和７年度に一部設計料を繰り越して、今進め

 ているところです。

　その内容というのは、まず第一条件に仮設校舎を設置しないで進めることができるよう

にすると。仮設校舎の３億円というのは、実は財政的には起債の対象にならないというの

が大きいということで、それを除く。そのほかに、工事の内容を精査して、緊急性の低い

ものは少し我慢してもらうと。そうやって、おおむね１０億円以内で何とかやれないかと

いうふうにするのが今年度の設計ということで、大規模改修の設計は、現在進行中という

 ことになります。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　９番委員。 

○委員（哘　清悦君）　大規模改修の工事期間というのは、着工から１年以内で終わる予

定なのかというのと、仮設校舎というのも、その工事期間中の１年だけと想定しているの

 か、それとも２年ぐらいを見ているのか。まず、その点を伺います。

○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

 　仮設校舎は、使わないということを先ほど申し上げました。

　工事期間は、仮設校舎がありなしにかかわらず、２年はかかるというふうに考えていま

 す。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　９番委員。 

○委員（哘　清悦君）　天間舘中学校と榎林中学校の統合のときも、仮に天間舘中学校の

敷地内に新しい校舎を建てるのであれば、仮設校舎をということで、プレハブのことだと

思うのですけれども、そのときに、プレハブはどうせ２年ぐらいしか使わないのに億単位

のお金かけるのはもったいないということから、結局、今の天間林中学校の案が出て、私

 が一般質問で提案したわけですけれども。

　１０億円以内といっても、とにかく大きいお金で、小中学校の生徒の人数を年齢ごとに

一覧表にしたデータを見たときに、令和１５年度に適正規模の二、三学級になるぐらい子

どもの数は減るというのを考えた場合に、それこそ、天間林の老人福祉センターのボイ

ラーを直すのに何千万円もかかるのは、ちょっともったいないというところから、ゆうず

らんどを使おうと。コミュニティバスで利用してもらってというのを考えたときに、天間

林中学校に改修工事をせずに生徒を入れるときに、教室が足りないのであれば、むしろそ

こに足りない分の仮設校舎を設置するほうが、大規模改修工事をしても子どもの人数を考

えると、それほど長い期間、生徒数がどれぐらいになるかというのを冷静に推計を出した

ときに、むしろ天間林中学校を有効活用する方向で検討するほうが相当安く済むと私は

 思っていますけれども、それでの検討というのはなされたのか、伺います。
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○委員長（工藤　章君）　学務課長。 

○学務課長（附田良亮君）　お答えいたします。 

　前教育長が、どこかのタイミングで何かで答弁したと思うのですけれども、今のとこ

ろ、七戸町教育委員会としては、中学校に関しては、七戸地区、天間林地区にそれぞれ１

校あるのが適正と考えていると。これからの子どもの生まれる人数が大事ですので、中学

 校を１校にするという具体的な検討はしていませんということになります。

　したがって、今、哘委員が言う、中学校の改修にかける分を天間林中学校の増築等に

 持っていくというような検討はしておりません。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　例えば、今の質問の形で、３月議会で、これ予算は決定されてい

るよね。これで可決決定されたのを、それまた、聞くのはいい。けれども、それを戻して

こうして何かするのは、それというのは、この審査に当たるのか。そうなれば、全てのも

 のは、可決されて決定したら、また戻り、また戻りになるよ。

 　委員長、どう思いますか。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員、審査に当たるのかという前提で物を考えれば、発

言権が優先するから、これを私の一存でしゃべるなというのは、なかなか無理な部分があ

りますので、取りあえず発言権を認めて、あとは、質問の経緯を見ながら、場合によって

 は別な形を取らせていただく場合もあると思いますので。

　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　というのはさ、例えばこれが使い方とか仮設校舎がどうとか、そ

こはいいんだよ。でもこの決まった予算そのもの、可決されて予算が通ったものを、それ

 そのものがどうかとやるのは、それがいいのかということを聞いているのだよ。

　これ委員長の権限なのだから、例えば学務課でもどこの課でもやったのを、可決決定し

て予算が決まったら、それで、みんなで、いいですよってやったのを、それやめたほうが

 いいというとなったら、どうなるの、これ。全てのものはそういう理屈になるから。

○委員長（工藤　章君）　おっしゃるとおりです。 

 　ほかにありませんか。

 　９番委員。

○委員（哘　清悦君）　予算のとき、それで可決されたのではないかという意見ですけれ

ども、改修工事するとしたらどれぐらいになるかという見積りを出したりするのは、それ

をやってもらわないと見えてこないものであったり、結果的に、少ない予算であれば、そ

のとおりでいいのかなと思いますけれども、実際、学務課も１５億円かかるのであれば、

そのまま進められないということもあるみたいに、当初の予定よりも莫大に費用がかかる

となったら、そこで一旦見直しということも私はいいとは思っていますので、一旦決めた

らお金がかかろうともやってしまうということではなくて、私は学務課の判断はいいと
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思っていますし、私の考えは一応今述べましたので、その後、教育委員会でどう判断する

 かというのを、私は、その検討の仕方の推移を見守っていきます。

○委員長（工藤　章君）　９番委員、あなたの質問は、私の一存ではなかなか止められな

 いけれども。

　この改修工事に関して、天間林中学校を利用したらいいのではないかという趣旨に、

ちょっと逸脱したような部分があったので、そこまで予算の中身を変に質問するのは、控

 えていただきたい。

 　以上です。

 　ほかにございませんか。

 　１３番委員。

○委員（三上正二君）　これ今の発言の形の中で、例えば学務課でこういうふうにしたい

と、校舎を１０億円以内で収めたいと。それから我慢するところは我慢してやって、ここ

の下りはいいんだよ。ただ、決まったものを、これそのものをやめて天間林中学校をと、

そこのあたりを削除したほうがいいのではないか。議事録に残っていいのか。つじつま合

 わなくなると思うよ。

○委員長（工藤　章君）　今の質問に対して、議事録はそのままで結構だそうですので、

 そのまま続けます。

 　ほかございませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　なければ、次に、２０８ページ、１０款４項５目文化施設管理

 費から、２１９ページ、１０款５項２目体育施設費まで、発言を許します。

 　５番委員。

○委員（二ツ森英樹君）　２１１ページ、１０款４項７目７節の二ツ森貝塚ふれあいまつ

り報償費について、関連ですが、これは決算なので冬のふれあいまつりだと思うのですけ

 れども、ふれあいまつりにかかった費用の総額をお聞きします。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　二ツ森委員の御質問にお答えいたします。ふれあいま

つりにかかった総額ですが、まず、祭りに協力していただいた保存協力会、ガイドの会へ

の謝礼、ノベルティグッズの作成費として２３万９８０円、弓矢体験、火起こし体験など

にかかった消耗品として７,６１９円、縄文鍋の材料費として７万９,６９７円、そのほか

ポスターやチラシの印刷費として６万１,６００円、合計で３７万９,８９６円でございま

 す。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　５番委員。 

○委員（二ツ森英樹君）　分かりました。 

　ふれあいまつりは毎年足を運んでいますが、来場者が年々増えているように思います。
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今回は２月という冬の祭りでしたが、天候にも恵まれ、来場者も多く、にぎわいを感じま

 した。

 　そこで、要望が一つあります。

　地元の方でも、「今日だったのか」と話している人が数名いらっしゃいました。そこで

お願いですが、地元二ツ森、貝塚、榎林の集落には、個別のチラシ配布なり回覧板などを

 さらにお願いして、周知をしてもらえればと思います。要望です。

　あと一つ、同じく、２１１ページ、１０款４項７目１１節、七戸城御城印販売手数料に

ついてですが、関連で二つお聞きします。一つは、御城印の販売枚数をお聞きします。二

つ目は、今年は令和７年７月７日という７並びがありましたので、新聞の記事にも載って

いましたが、７７７の記念バージョンの御城印が販売されたようですが、その状況をお知

 らせください。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　二ツ森委員の御質問にお答えいたします。 

　初めに、一つ目の御城印の販売枚数でございますが、令和６年度は５９０枚でございま

 した。

　その次に、７７７の記念バージョンの御城印の販売についてでございます。令和７年７

月７日記念として、特別デザインの御城印を７７枚の限定で販売いたしました。７月７日

が月曜日ということでしたので、４日の金曜日から発売を開始して、２日後の６日の日曜

日にはもう７７枚全て完売しております。こちらが想定した以上の売れ行きでとても嬉し

かったのですが、令和７年７月７日には、もう買えなかったということで、その点の反省

 点はございます。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　５番委員。 

○委員（二ツ森英樹君）　分かりました。 

　限定で販売した御城印は、七戸城のＰＲだけではなく、町に興味を持っていただく人を

増やすためのいい企画だと思っております。今後もこのような企画を行い、町を盛り上げ

 ていってもらいたいと思います。要望です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　３番委員。

○委員（山本泰二君）　２１３ページ、１０款４項７目２１節、建物等移転補償費用につ

いてですが、この移転補償費用は二ツ森貝塚地区の買上げだと思いますが、令和６年度の

 買上げ事業にかかった総額と、その事業費の財源は何だったのか、お聞きします。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　山本委員の御質問にお答えいたします。 

　買上げ事業の総額でございます。２１３ページ、上の１２節土地鑑定料建物等移転補償

調査等委託料５８４万３,２００円、その下の史跡二ツ森貝塚用地購入費９１９万９０５
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円、そのまた下の２１節建物等移転補償費６,０７１万７,７６７円で、事業費の総額は

 ７,５７５万１,８７２円でございます。

　次に、財源の内訳でございます。先ほど言いました総額の７,５００万円の８０％に当

たる６,０６０万１,０００円が国の補助金で歳入として入ってございます。あとは合併特

 例債で１,４３０万円、一般財源は８５万１７２円となってございます。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　３番委員。 

○委員（山本泰二君）　かなりの金額になる中で、国の補助金８０％というのは非常に魅

力的なものだと思います。厳しい財源の中で、こうやって開業を進めていくということ、

これがそういった補助を使ってできるということであるので、財政の負担も考えながら今

 後ともそういった軽減に努めていただくようにお願いします。要望です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１１番委員。

○委員（瀬川左一君）　関連の中ですが、二ツ森貝塚が世界遺産になってもう３年ぐらい

 たつのかな。お客さんの人数が年間大体どれくらい入っているのか、お願いします。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　瀬川委員の御質問にお答えいたします。 

　令和３年から二ツ森貝塚館は開館しております。令和３年の入場者・来館者は年間で

５,９５７人でございます。令和４年度は６,５７３人です。令和５年度５,２０９人で

 す。令和６年度が４,６７４人でございます。

 　以上でございます

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　こうしてみると大体平均５,０００人ぐらいは入っていると思い

ますが、世界遺産ということで、これは非常に町にとって大事なものだと思いますので、

世界遺産になっているのをもちろんいろいろなところに宣伝しているのだけれども、もっ

と知恵を出し合って、より今以上にやってほしいと思います。要望です。 

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか 

 　２番委員。

○委員（中野正章君）　私も、同じ二ツ森貝塚について質問というか意見です。 

　つい最近、近いところの、同じこういう遺跡の縄文館に行ってきました。地域の人と財

政課のバスを借りて１０名ほどで行ってきたわけですけれども、非常に期待していまし

 た。

　それで、実際どうだったか。建物は、恐ろしい大きな建物で、中に人もかなりいると。

確かに国宝級のものもあり国宝もあると。ただ、それを見ただけでは非常に物足りない。

ジオラマみたいなものもないし、自分が気がつかなかったのかどうか分かりませんけれど

も、非常に物足りなさを感じました。むしろ二ツ森貝塚記念館のほうがいいなというよう
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 な感じがしました。

　一つ思ったのは、やはりこういうテーマは、１回来ればいいなと、２回目はいいなとい

う感じがして、興味を引くテーマとして非常に難しいのかな。最初にできたときは物珍し

さで行くのでしょうけれども、２回目となるとなかなかこれは難しいのではないかなと思

いました。二ツ森貝塚のほうがかえって、祭りをやったり、いろいろやっているなという

 気はしてます。

　世界遺産はいろいろな地域にもありますので、そういう中のつながりとか、目に見える

もの、ジオラマとかの工夫があったほうがいいのだろうなと思います。これからもいろい

 ろ工夫して、努力していただきたいと思います。意見です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１３番委員。

○委員（三上正二君）　なかなか、これ答えるには苦労すると思うのだけれども、例えば

この前、４番委員も一般質問で話していますけれども、この七戸町の中で二ツ森貝塚もあ

る、それから、先ほど話しした七戸城跡の御城印って言うのかな、そういう形で、この七

戸町に、例えば今合併して２０年になるのかな、２０年式典もやるくらいだから、旧天間

林でも旧七戸でも、いろいろなそういう文化財とか史跡があると思うのだよ。それってい

うのを整備して、やって、例えば二ツ森貝塚でもいろいろな形になれば、住みやすい町と

か、そういうランクづけが上がってくると思うのだよ。ただ、町にいる私たちさえも全部

知らないよね。そういう何かしたものがあるものなのか。あるかないか教えてください、

 まず先に。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　今のところは、ございません。 

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　とするならば、多分そうだと思うのだよ。なかなか天間林地区は

天間林地区で歴史があるし、旧からいえば、坪、昔は「つも」って言ったそうですけれど

も、そっちのほうが旧七戸より歴史が長いわけだ。けれども、旧七戸が、今度は栄えてく

るわけだ。いろいろな形があると思う。その間において、七戸町の中にいろいろなこの二

ツ森貝塚もそうだし、これをもっともっと、何っていうのかな、広げた形の中で整理整頓

してやる方向性を出していくべきだと思うのだけれども、その辺が生涯学習課より、町長

 がいいのかな、どういう考えか、お知らせ願います。

○委員長（工藤　章君）　町長。 

○町長（田嶋邦貴君）　お答えいたします。 

　向中野委員のときにもありました魅力の発信、今おっしゃるとおり、いろいろないい歴

 史を含めて、魅力がいっぱいあると思います。

　ただ、やはり発信力が足りないと思っていますので、今の歴史のことも踏まえて、そう

いう整理の仕方、あるいは町内外も含めて、今言う町内の人も意外と知らないというのも
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多く、その声も私にも届いておりますので、どんどんそこを徹底してＰＲを、情報発信を

 強めていきたいと考えております。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　先ほど５番委員も話ししたとおり、同じ集落にいても、いつ、何

があるのか知らないって、これおかしな話だよね。だからその辺を踏まえてね、やはり地

元の人も俺もよく知らないんだ。誰もみんなそうだと思う。だから、それがわかりやすい

形の中でやるのがＰＲにもなると思いますし、そういうことで進めてもらいたいと思いま

 すが、いかがでしょうか。

○委員長（工藤　章君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（鳥谷部伸一君）　お答えいたします。 

　文化財というのは、やはりみんなの心のよりどころだと自分は思っておりますので、Ｐ

Ｒはとても大切だと思っています。今後そういうのはどんどんＰＲに努めていきたいと思

 います。

 　以上でございます

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　それでは、次に、２１８ページ、１０款５項３目中央公園管理

 費から、２２９ページ、１４款１項１目予備費まで、発言を許します。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　それでは、歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

 　６番委員。

○委員（小坂義貞君）　まず、１８２、１８３ページ、８款２項１目１４節道路維持修繕

工事費に１億円ちょっとかかっていますけれども、時期的に道路脇の歩道に草が大分伸び

て、夏場というか、６月からお盆中は道路脇の草がかなり見えて、歩行者はもちろん景観

もあるし、例えば榎林から上北に行く農免道路の歩道はかなり石が散らかったり、草がぼ

うぼう生えたりして、その辺の維持管理は年間どのくらいやってるのかな。その辺お尋ね

 します。

○委員長（工藤　章君）　建設課長。 

○建設課長（髙田博範君）　ただいまの御質問についてお答えいたします。 

　町では、年間シルバー人材センターへ草刈りをお願いしてございます。また自前で南部

縦貫の運転手を委託しておりますので、そちらでも草刈り等を行っております。 

　ですが、今年もそうですけれども、やはり猛暑もあるのか、草刈って一周回ってくれ

ば、また草が伸びているという状況がずっと続いているという形になっておりまして、町

 民からもかなり御指摘が来ておりましたし、要望もかなり来ておりました。

　１回やっただけでは、さすがにすぐにまた生えてくるということで、一応２回、３回の

予定は組んでおりますけれども、何分、箇所が多過ぎるので、町とすれば、通学路をまず
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優先的な形でやりたいということでやらせておりますし、それが終わった後に、今度いろ

いろなところという形でお願いしておりますけれども、かなり箇所数が多いものですか

 ら、なかなか間に合ってないというのが現状でございます。

 　大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　６番委員。 

○委員（小坂義貞君）　今、人材というか、シルバー人材センターに委託して、人で草刈

り作業をしているということで、私は、冬に使う除雪機、飛ばす排雪の機械で、多分、夏

場に再利用というか利用していると思いますけれども、それをもっと活用して、オペレー

ターを増やしたりして、やはり機械で作業すれば、人の何十倍、何百倍になると思います

 ので、そういうのを活用する。

　そしてまた、中央というか、集落の端のほうに行けばどうしても草が多く見えるのです

よ。家が少ないという感じで。その辺も十分配慮をすることを要望いたします。 

 　以上です

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　１６６ページ、農林課の土地改良費の中で、今年７月１日から８

月１日まで全然雨が降らなくて、天気がよくて、田んぼに番水をしている形の中で、天間

ダムに宮下知事も来て様々検討したり、来年度は詰まった穴を修理したりするというよう

なことは聞いておりますが、このことについて今年はどのような形で、また来年度に向け

 てどういうふうなダムの対策をなされるのかお聞きいたします

○委員長（工藤　章君）　農林課長。 

○農林課長（原子保幸君）　お答えいたします。 

　今年は、７月から少雨で雨が非常に少ないという時期が続きました。それで、水田に水

が必要な時期に天間ダムの不具合によりまして供給が滞ったということがございまして、

番水制ということで、改良区に二つ頭首工がございますけれども、そちらを交互に回して

 何とか配給は回せたということでございます。

　それで、天間ダムの詰まった箇所という部分は、ダムの水がなくなってからでないと調

査できないという県からの報告がございますので、ダムの水がなくなって、それから調査

 して、来年は通常どおりに戻したいということの計画は聞いてございます。

 　ですから、来年は通常どおりに水を供給できるものではないかなと考えてございます。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　私も農業をやって、もう７７歳になるのだけれども、こういうふ

うに１か月も雨が降らないで番水をやったというのは過去なかったのです。これから、こ

ういうのがあり得るものと私は思いますが、このことについて、１か月間雨が降らなく

て、毎日３０度以上の高温が続くと、やはり作物そのものも大変なことになる。人と同じ
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で、１６度から何度までかはみんな生活の範囲内ということで、作物も同じだと思います

 ので、その体制はしっかりやってほしいなと思います。

　何かポンプ２０台とかを国から借りてきてというような話もありますが、それでようや

く用水路に水が入ったということもありますので、私たち、もとは上川目にも土地改良が

あったのだけれども、上流は笑い顔で水があるのだけれども、下流には全然来なくて、私

たち組合員の中でも二人ぐらいの日当を払って番水をやりました。それは、今後あり得る

ことだと思いますので、特に天間ダムの土地改良は何千町歩という面積がありますので、

 よろしくお願いします。万全な形で。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１３番委員。

○委員（三上正二君）　先ほど、６番委員の発言の中にありましたけれども、草刈りで

 す。

　建設課長、これシルバー人材センターでも、この暑さだと、倒れるよ。まあ、それは分

かってるの。やる方法としては、建設課の中で重機で、草刈るのがあるけれども、１メー

 トルぐらいあるのかな、あの機械はありますか。（発言する者あり）ある。

　それか、もしくはもう一つの方法としては、今やっていないけれども、昔は、これが問

題もあるかと思うけれども、集落から集落に行く、自分の田の脇は自分たちで刈るわけ

だ。でも、それぞれ関わらないところがある。それを集落間の人たちが、要するに、共

助っていうのかな、自助、共助、公助ってあれば、共助に入るから、そういう形で。報酬

払えば払ってもどうやってもいいのだけれども、そういう形でやれば。年寄りばかりに

なっているから、どうなのか分からないけれども、でもその辺のところは考えられない

か。そうでなければ、いくらシルバーだって、シルバー人材センターに行く人は、年いっ

 たから行っているのだけれども。どうでしょうか。

○委員長（工藤　章君）　建設課長。 

○建設課長（髙田博範君）　ただいまの御質問についてお答えいたします。 

　まず、歩道除雪車に草刈りのモアというか、あれをつけて草刈りをするというのは、現

在もやってございます。機械を導入して、南部縦貫に委託しています。 

　ただ、機械でできるところとできないところがあるので、これをシルバー人材センター

等にお願いしてやっているのですけれども、議員がおっしゃるとおり、昔は、町の集落の

人たちが出て、自分たちのところは草刈りをしていたのですけれども、昨今、何回もです

けれども、もうできないと。できなくなったから町でやってくれというのがかなり増えま

して、ここの路線もやらなければならない、ここの路線もやらなければならないというこ

とで、物すごい数が増えてきたということもあって、なかなか草刈りは難しい状態になっ

 ております。

　確かに、シルバー人材センターだけでは厳しい状況になっているというのもありますの

で、来年以降、少し体制は見直したいというふうに思っております。それは、業者にもお
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願いするとか、できる範囲で集落間で何とかお願いできないでしょうかというのは、考え

 たいというふうに思っております。

 　以上です

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　例えば冬になれば除雪、いろいろな人に頼んでやっているし、除

雪車も買っているし、役場でも。それに委託してるよね。それと同じに、夏場にこれだ

け、もう涼しくなることはないんだよ。来年もこうなるんだよ。そうすれば、年取ってい

くし、シルバー人材センターもできなくなる、誰もできなくなる。そうすればどうなるの

よ、となるよね。とすれば、逆にこうなってくれば、冬の期間が短くなる。夏場の草が多

 い時のほうが長くなる。

　とすれば、一つのこれ考え方です。除雪車を買うのと同じで、モアっていうのか、そう

いうのを助成して買わせて、業者に、これ実施設計とか、そういういろいろな小さい業者

同士でも使わせて、それを作業委託とかということも考えてもいいのではないか。面積が

かなりの距離数だと思う。だって無理だよね。一台だけでは無理だし、シルバー人材セン

ターでも無理だし、地域の人は、私はもうやれないからとなるし、そういう考えっていう

 のは、どうでしょうか。

○委員長（工藤　章君）　１３番委員、先ほどの答弁の中で、機械使えないところもある

 ということで、その辺も特化して。

　建設課長。 

○建設課長（髙田博範君）　御質問にお答えいたします。 

　おっしゃるとおりです。なので、来年は少し体制を考えたいというふうに思っておりま

 すので、よろしくお願いします。

○委員長（工藤　章君）　６番委員。 

○委員（小坂義貞君）　ただいまの関連で、例えば７月に北海道行って、北海道の高速道

を見たら、除草剤をやっているのですよ。道路の広い高速道路にね。そういう公団では除

 草剤でそういう除草作業をやっている。

　当町もそういうような、一回草刈ってからすぐ除草剤をまけば、多分２か月か何か月か

もつと思う。それをやっていけば、人件費も削減できるし、暑さ対策も、そういうのを年

 間でもかなり削減になると思うのです。その辺、課長、検討する余地ありますか。

○委員長（工藤　章君）　建設課長。 

○建設課長（髙田博範君）　ただいまの御質問についてお答えいたします。 

　歩道上とかというところであれば、そこは考える余地はあるかなと思いますけれども、

斜面から生えてきているところに除草剤をまくということになると、崩れるおそれがある

と、除草剤のおかげで。なので、むやみやたらに除草剤を全てにかけるということはでき

ないというふうに思っております。かけられるところは、その体制もありかなというふう

には思いますけれども、草刈ってすぐまだ除草剤というと、まあまああれもかかりますの
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 で、そこら辺は検討させていただきたいというふうに思います。

 　以上です

○委員長（工藤　章君）　１３番委員。 

○委員（三上正二君）　課長、これっていうのは、あんまり草刈りっていうのは気にして

ないよね。でも雪が降れば除雪はすごく気にするよね。そうだよね。けれども、先ほどあ

なたが言ったのを、後で調べてみれば分かる。延べ面積が半端じゃないんだよ。とすれ

ば、いろいろな形で、機械を買って業者に委託するのも一つ、シルバー人材センターを使

うのも一つ、除草剤かけるのも一つ、それを組み合わせしていかなかったら、本当に大丈

 夫なのか。

　だから、その危機感が薄いと思うよ。雪降れば歩けないから、それは住民からの苦情が

あるけど、あなたたちは実際にどうすることもできないですよね。シルバー人材センター

だって、もうやれなくなっているのだもの。だから、そういう除草剤も含めて、いろいろ

なものを組み合わせた形でやるべきだと思うのだけれども、そういう感覚だと、これから

 もこうしてやらないということだよね。（発言する者あり）答弁願います。

○委員長（工藤　章君）　建設課長。 

○建設課長（髙田博範君）　御質問にお答えします。 

　先ほども申しましたとおり、現体制ではやはり限界が来ているというのは当然分かって

おりますので、来年度以降については、きちんとそこは、先ほど議員がおっしゃられたと

おり、いろいろなものを組み合わせるのがやはり大切かなというふうに思っていますの

 で、来年度以降の体制を考えて、来年度から実施したいというふうに思います。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　７番委員。

○委員（澤田公勇君）　この問題、非常に建設課長は苦労すると思います。 

　そこで、ちょっとした提案を述べたいと思います。今、農家の方々も自分の田んぼのあ

ぜの草刈りするために、トラクターに１メートル幅のチョッパー、草を刈る機械をつけて

いるのですよね。現行のシルバー人材センターの方でも、トラクターに乗れる方は十分い

るはずなのですよ。それに対して、チョッパーの購入は町サイドでやって、シルバー人材

センターの方が持っているトラクターを利用して、そして１メートル幅ですから、逆に言

うと、ガードレールの内側も刈ることができるのですよ。そういうものが現状で売ってい

 るのですよ。

　それともう一つ、建設課長は知っているかどうか分かりませんけれども、河川敷の草刈

りしていますよね。これは県の委託だと思うのですけれども、その委託を受けている方

は、今のシルバー人材センターにも入っていないし、除雪にも入っていない。機械を持っ

ている人がその委託を受けて、そういう作業をしている人がいるのですよね。だから、そ

ういう方々の連絡を密にしながら、今のシルバー人材センターの方が汗かかなくてもいい
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ような、トラクターに乗れれば汗かかなくて済むんですよ。今エアコンついていますか

ら。 

　そうすると、そのトラクターの前後に除雪作業中の看板をつけた軽トラックが交互に歩

くだけでも、作業はスムーズに進むのですよね。だから、そういう購入するというふうな

計画を持ちながら、今後の検討課題として来年度の予算の中に織り込むというふうなこと

を十分検討していただきたいなと。そんなに１メートル幅のチョッパーの草刈り機は高い

わけではないのですよ。 

　そういうふうなことでやると、シルバー人材センターの方々は現状でまだトラクターは

乗れますから、そうすると、もっと作業も早くなるし、大変でなければ、出る人がいっぱ

い出てきてくれるはずなのですよ。だから、そういったことを考えながら、今後の課題に

 取り組んでほしいなというふうに思いますので、お願いいたします。要望です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　１５番委員。

○委員（岡村茂雄君）　総括的にですけれども、６３ページになりますが、地方交付税に

 関連してお伺いします。

　私は人口がこれだけ減ってきているわけですから、単純に考えれば、地方交付税も減っ

ていくのではないかなという観点から見たのですけれども、ところが、地方交付税は増え

ているのですよね。普通、地方交付税は、計算方法がいろいろありますけれども、基準財

政需要額という歳出する額から基準財政収入額、自主財源を引いた分の差額が交付税で来

るわけなのですが、見ますと、自主財源は、地方税が一番、８割、９割なのですけれど

 も、さほど人口減の割には減っていないという状況なのです。

　ところが交付税は令和２年あたりから増えてきているのです。去年と比べれば４億円も

増えるているのですよ。これは何だろう、びっくりしたのですね。普通、自主財源がなけ

れば交付税が増えるという考え方は普通なのですけれども、自主財源が減らなくても交付

税が増える。すごくありがたいみたいな話なのですけれども、からくりというか、こうい

う中身があると思うのですけれども、その辺の中身といいますか状況を教えていただきた

 いのですけれども。

○委員長（工藤　章君）　財政課長。 

○財政課長（佐藤源太君）　ただいまの御質問にお答えいたします。 

　昨年度から普通交付税が増額になっている主な要因としては、まず太陽光発電や風力発

電の大規模な発電設備の償却資産に係る固定資産税の減少が一つ考えられます。また、荒

熊内の整備事業なのですけれども、こちらに係る地方債の発行額が増額になっておりまし

 て、こちらが主な増額の理由のものとなります。

 　以上でございます。

○委員長（工藤　章君）　１５番委員。 

○委員（岡村茂雄君）　ですよね。普通、収入が少ないか、歳出が増えるか、どっちかし
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かないわけなのですけれども、起債の部分が交付税が上がっているということで解釈して

 いいですか。

　そうすれば、重複にはならないわけですよね。起債も返却するわけですから、その補塡

という形ですから、交付税が多くきたからといって、別に、何かありがたいことはありが

たいのですけれども、特に　　　　　　　　　　もう自由に使える金にはならないという

こと。むしろ起債のあれですから、自由に使える金も若干負担が増えていると思いますけ

 れども。

　ただ、ここは詳しく聞きませんけれども、もしその起債分を除いたら、基準財政需要額

が減っているのではないかなという気がしますけれどもが、その辺は私もっと勉強しなけ

 れば分からないのですけれども、それは後にしますが。

　分かりました。かなりありがたいのかなと思ったら、そういう仕掛けがあったわけです

 か。分かりました。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 　４番委員。

○委員（向中野幸八君）　私も勉強不足であれなのですけれども、普通交付税とそれはそ

れとして、仮にふるさと納税を今皆さん一生懸命頑張っています。今１億８,０００万円

前後だったと思いますけれども、これが仮に３億円、４億円になった場合、普通交付税と

 いうのは減額されるのですか、されないのですか。

○委員長（工藤　章君）　財政課長。 

○財政課長（佐藤源太君）　ふるさと納税は寄附金に該当しますので、普通交付税の計算

のものには入ってございません。よって、ふるさと納税が増額になった分についての影響

 はないというふうに考えております。

○委員長（工藤　章君）　４番委員。 

○委員（向中野幸八君）　では、どんどん頑張ってもらいたいと思います。 

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　それでは、質疑がありませんので、これをもって令和６年度七

 戸町一般会計歳入歳出決算書の質疑を終結いたします。

 　ここで暫時休憩いたします。

 　１１時３５分まで休憩を取ります。よろしくお願いします。

 休憩　午前１１時２３分

 再開　午後１１時３５分

○委員長（工藤　章君）　休憩を取り消し、会議を開きます。 

　令和６年度七戸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

　質疑は、事項別明細書により行います。 



－ 24 －

　これより、質疑に入ります。 

　２４６ページから２５５ページまでの歳入全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　次に、２５６ページから２６９ページまでの歳出全般にわた

り、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　次に、歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算書の質疑を終結します。 

　次に、令和６年度七戸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

　質疑は、事項別明細書により行います。 

　これより、質疑に入ります。 

　２８２ページから２９１ページまでの歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の質疑を終結いたします。 

　次に、令和６年度七戸町介護保険特別会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

　質疑は、事項別明細書により行います。 

　これより、質疑に入ります。 

　３０２ページから３１３ページまでの歳入全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　次に、３１４ページから３３７ページまでの歳出全般にわた

り、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　それでは、歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町介護

保険特別会計歳入歳出決算書の質疑を終結いたします。 

　次に、令和６年度七戸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

　質疑は、事項別明細書により行います。 

　これより、質疑に入ります。 

 　３５０ページから３５３ページまでの歳入歳出全般にわたり、発言を許します。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町介護

サービス事業特別会計歳入歳出決算書の質疑を終結いたします。 
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　次に、令和６年度七戸町七戸霊園事業特別会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

 　質疑は、事項別明細書により行います。

 　これより、質疑に入ります。

 　３６６ページから３６９ページまでの歳入歳出全般にわたり、発言を許します。

 　１１番委員。

○委員（瀬川左一君）　霊園事業の中で、この科目ではなくて全体のことをお聞きしたい

のだけれども、後継者とか、親たちが亡くなって、遠くにいて、霊園を片づけるという

 か、今の実態はどういうふうになっているのか、お聞きいたします

○委員長（工藤　章君）　支所長。 

○支所長（三上義也君）　お答えします。 

　瀬川委員おっしゃるのは、墓じまいのことだと思いますけれども、年に数件ほど問合せ

 はあります。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　１１番委員。 

○委員（瀬川左一君）　今、霊園の墓地は、大体どれくらいあるのですか。 

○委員長（工藤　章君）　支所長。 

○支所長（三上義也君）　件数は４２４件ありますけれども、全体で７割ぐらいは埋まっ

 ている状態です。

 　以上です。

○委員長（工藤　章君）　ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町七戸

霊園事業特別会計歳入歳出決算書の質疑を終結いたします。 

　次に、令和６年度七戸町水道事業会計決算書の審査に入ります。 

 　これより、質疑に入ります。

 　３７８ページから３８７ページまでの決算全般にわたり、発言を許します。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町水道

事業会計決算書の質疑を終結いたします。 

　次に、令和６年度七戸町下水道事業会計決算書の審査に入ります。 

 　これより、質疑に入ります。

 　４０６ページから４１３ページまでの決算全般にわたり、発言を許します。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、令和６年度七戸町下水

道事業会計決算書の質疑を終結いたします。 

 　それでは、議案第５６号全般にわたり、発言を許します。
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 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　質疑がありませんので、これをもって、議案第５６号令和６年

度七戸町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑を終結いたします。 

 　これより、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 　討論がありますので、これより討論を行います。

 　初めに、原案に反対者の発言を許します。

 　９番委員。

○委員（哘　清悦君）　令和６年度七戸町歳入歳出決算書について、反対の立場で討論を

 述べます。

　まず、決算審査意見書の①から④の中に、物価高騰、建設資材、人件費の高騰などとい

うことで、新庁舎、七戸中学校の大規模改修などにより今後も予算の拡大が見込まれる。

将来負担比率が増大しないよう注意していただきたい。それから④では、各事業について

は経費削減に取り組み、優先度や必要性等を精査し、限られた財源の中で効率的かつ効果

 的な予算執行に努めていただきたいという意見に私は特に賛同しています。

　合併して２０年、全国市町村が抱える人口減少、少子高齢化の問題にまさに将来の市町

村の存亡をかけて方向性を見極めて、優先順位を決めて取り組まなければならないという

中で、第３次長期総合計画の素案をまだ見てもいない中で、新庁舎、七戸中学校校舎の大

規模改修工事が先行して決められ進められていることに、総合的に考えるという観点から

どうなのかといったときに、令和６年度の予算案に基づいて各事業が進められている中

で、場合によっては再度熟慮し、見直しということも可能であったかと思いますが、私か

ら見ると別な手段もあると思いましたが、ほぼ当初の計画どおり進められた決算書として

 ここに出されたと思っています。

　将来を見据えたときに、七戸病院についての説明を前回受けましたが、今の病院の建物

 が古くなって使えなくなった後というのは見通しが立っていません。

　それから、七戸高校創立１００周年ということで、私の妹二人、長男もお世話になって

います。めでたいことですので、私も出席してお祝いをしたいと思います。七戸高校の存

続ということも、これは七戸町にとって重要な課題です。公営塾で魅力を高めてもらって

はいますけれども、何しろ地元の卒業生がもう少ない。仮に、中学校３年生の生徒の半分

が七戸高校へ行き、十和田市近隣からもう半分が来たとしても、一クラスにしかならない

という状況がもう１５年後には目に見えているような気がしています。そういった中で、

特に少子化対策に可能な限り予算を配分しなければならないと考えたときに、どこか余裕

 を持ったような考え方で進んできたなとは思っています。

　最善の策と事前の策がありますけれども、最善の策を間違いなく繰り返しながらいって

も厳しいと思われる中で、それでも私は町民の多くが今の町の考えを支持しているという

のが分かれば、私も気持ちを切り替えてと思っていましたけれども、そこができない状況
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でいます。そこは確認でき次第気持ちを切り替えて、まちづくりに取り組みたいとは思っ

 ています。

　そういった意味で、令和６年度というのは、私にとっては、七戸町が選択すべき方向

性、最善と思われる方向からやや違う方向に進んでしまったという思いがありますので、

 この令和６年度の決算書については反対いたします。

 　以上で終わります。

○委員長（工藤　章君）　それでは、次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　それでは、討論がありませんので、討論を終結いたします。 

 　これより、本案について採決いたします。

 　本案の採決は、起立採決といたします。

 　本案に賛成の諸君の起立を求めます。

 （賛成者起立）

○委員長（工藤　章君）　起立多数です。 

 　お座りください。

　したがいまして、議案第５６号令和６年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 　以上をもって、本委員会に審査付託されました事件は、全て終了いたしました。

 　お諮りいたします。

 　本委員会の報告書の作成等は、委員長に一任願いたいと思います。

 　これに御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（工藤　章君）　御異議がありませんので、報告書の作成等は委員長一任に決定

 いたしました。

　これをもって、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

　御協力、誠にありがとうございました。 

 

 

閉会　午前１１時５０分



－ 28 －

 

　以上の会議録は、事務局長相馬和徳の記載したものであるが、内容に相違ないことを証

明するため、ここに署名する。 

 

　　令和７年９月１１日 

 

　　　決算審査特別委員会 

 

　　　　　　　委　員　長 

 


